
 諸鈍中学校の生徒心得（守るべきこと） 

１ 登校 

    〇 生徒は，７：４５を目安として登校し，ボランティア活動に取り組みましょう。 

    〇 登校後は，無断で外出してはいけません。 

    〇 遅刻や欠席の届けは，電話か文書で保護者から学校へ連絡します。 

２ 下校 

期 間 完全下校時刻 期 間 完全下校時刻 

４月～１１月 １８：００ １２月～３月 １７：３０ 

 

３ 学習 

    〇 生徒は，始業のチャイムの２分前までに着席し，各教科の準備を始めます。 

    〇 学習用具の忘れ物はしません。（授業中の貸し借りはしない） 

    〇 授業中は，姿勢を正し決められた態度で発表をします。 

４ 休み時間 

    〇 休み時間には次の授業の準備をします。 

    〇 昼休み時間は，読書やスポーツ，学習をして楽しみます。ただし，特別教室や道具を 

使用する場合は，担当の先生の許可をもらうこと。 

５ 給食 

    〇 給食当番は，帽子・白衣・マスクを着用し手洗いをしっかりして準備をします。   

〇 給食後の後片付けもしっかりします。 

６ 清掃（朝のボランティア，昼の清掃） 

    〇 取りかかりを早くし，後片付けまでしっかりします。 

    〇 決められた場所の清掃を時間一杯頑張ります。 

７ 放課後 

    〇 学級活動，生徒会活動などを済ませ，部活動に参加するか，速やかに帰宅します。 

８ 身なり 

    〇 学校の服装規定を必ず守ります。 

９ 礼儀 

    〇 自ら進んで気持ちのよい挨拶を心掛けます（友達，地域の人，先生，来客） 

    〇 職員室の出入りのときの礼儀作法も身につけます。 

       「○○先生に○○の用で来ました。入ってもいいですか。」 

「失礼します。」「失礼しました。」 

10 所持品 

   〇 所持品には記名します。  〇 学習に必要でないものは学校に持ってきません。 

   〇 不必要なお金を持ってきません。 

11 その他 

   〇 次のようなときは，係の先生に連絡する習慣を身につけます。 

・命に関わるようなことが起こったとき ・ガラスや用具を破損したとき 

・用具や施設を借りるとき       ・誰かがケガをしたとき  

・持ち物を紛失したとき        ・学校外に出るとき  

・その他何か校内の異常に気付いたとき 

12 学校外の生活 

（１）外出するとき 

   〇 外出先と帰宅予定時刻を家族に連絡してから外出します。 

   〇 中学生らしい服装をします。 

（２）夜間外出はせず，止むを得ず外出する場合は，保護者同伴でします。外泊禁止。 

（３）長期休業中は，生活のしおりや生徒心得を守ります。 

（４）地域行事には積極的に参加します。 

（５）路上での飲食はしません。 

（６）交通安全に気をつけます。 

  〇 自転車の乗り方に気をつけます。（二人乗り，並進，無灯火，無謀運転は絶対にしない） 

  〇 自転車に乗るときは，必ずヘルメットを着用します。 

〇 車道には広がって歩きません。 

 （７）海での安全には注意します。（釣りや海遊びは，保護者同伴です。） 

 （８）カラオケ，ゲームセンター，ネットカフェ等の立ち入りは保護者同伴です。 



中学校生活の容儀・服装規定 

 

 

（１）髪 型  

    ・ パーマや脱色，染色をしない。 

    ・ 前髪は，まゆ毛より下にならないようにする。 

・ デザインカットはしない。（清潔感のある髪型） 

    ・ 後ろ髪が肩にかかる場合は結ぶ。 

    ・ 髪留めのピンやゴムは，黒系統を使用し，必要以上に多くつけない。 

 

 

  （２） 制 服 

・ 制服の下には，必ず肌着を着用する。 

・ 夏服の上着は，開襟シャツとする。（冬服の上着の中は，開襟シャツでも可とする。） 

・ ベルトは，黒色で幅が２～３㎝程度のものとする。 

・ スカートは，膝がかくれる長さで，腰の部分で曲げて着ない。 

 

 

  （３） 靴・靴下 

    ・ 靴は，白色のひも靴で運動に適したものとする。 

（白を基本としたテニスシューズも可。スパイクは校庭を傷めるので不可） 

    ・ 靴下は，白色（ワンポイント可），スニーカーソックスは禁止とする。 

 

 

  （４） その他 

    ・ 体操服，体育用ジャージは学校指定とする。 

    ・ 冬は，防寒着（白・黒系統）を制服の下に着用しても良いが，制服からはみ出ない

ようにする。 

また，手袋，マフラー，ネックウォーマーなどに関しては，校門で取り外す。 

    ・ ネームは，制服の左胸につける。 

    ・ 眉を剃ったり，化粧，マニキュア等を使用したり，装飾品をつけたりしない。 

    ・ 通学用バッグは，特に指定はしないが派手でないものとする。 

・ 特別な理由（生徒の編入時や体調不良など）により，規定外になる場合は，必ず保

護者から担任に 

申し出て，職員の共通理解と学校長の許可を得る。 

 


